
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．基本的な考え方 

一般的な輸入貨物については、輸入者の方々の正しい申告を前提とする申告納税方式と

いう税額の確定方式が適用されていますが、課税標準や納付すべき税額の基礎となる事実

を隠ぺいし又は仮装することによって、適正な関税を納付しなかった輸入者も一部見受け

られます。こうした悪質な輸入者に対しては、過失により誤って過少に申告したような輸

入者より重い経済的な制裁を課すことが、適正納税の確保に効果的であるという観点から、

平成１７年１０月１日以降に輸入(納税)申告された、申告納税方式が適用される輸入貨物

について、隠ぺい又は仮装によって、誤った輸入(納税)申告を行った又は輸入(納税)申告

をしなかった場合、輸入貨物に課せられる関税及び消費税（地方消費税を含みます。以下

同じ。）に対し、過少申告加算税または無申告加算税に代えて、重加算税を賦課する制度

が導入されました。 

なお、旅客の携帯品や外国郵便物等、賦課課税方式が適用される貨物については、重加

算税は適用されません。 

 

２．概要 

(1) 重加算税は、課税標準又は納付すべき税額の基礎となる事実について隠ぺい又は仮装

があり、過少申告や無申告がその隠ぺい又は仮装に基づいている場合に課されるもので

す。したがって、税額の計算ミスなど過失によって過少申告や無申告となっている場合

には重加算税は適用されません。 

(2)過少申告加算税が課される場合（例えば、輸入（納税）申告がなされた後、税関の調

査により、輸入（納税）申告が適正でないとの指摘を受け、当初の申告額が過少となっ

た場合）と無申告加算税が課される場合（輸入（納税）申告が必要とされる貨物につい

て、輸入された時までに申告が行われず、決定によって税額が確定する場合）では次の

ように重加算税の取扱いが異なっています。 

イ 過少申告加算税が課される場合で、輸入者が課税標準又は納付すべき税額の基礎と

なる事実について隠ぺい又は仮装行為を行い、それに基づいて申告をしていたとき 

⇒ 過少申告加算税に代え、重加算税の基礎となる税額に３５％の割合を乗じて重加

算税が課されます。 

ロ 無申告加算税が課される場合で、輸入者が隠ぺい又は仮装行為を行って輸入（納税）

申告していなかったとき 
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⇒ 無申告加算税に代え、重加算税の基礎となる税額に４０％の割合を乗じて重加算

税が課されます。 

(3) 例えば、次のような事実がある場合は隠ぺい又は仮装に該当します。 

イ 仕入書など輸入貨物の課税標準を明らかにする書類の破棄又は改ざんがなされた

場合 

ロ 特恵税率を適用するため、原産地証明書を偽造した場合や虚偽の申請に基づき原産

地証明書の交付を受けた場合 

ハ 関税割当品目に該当する貨物を他の輸入貨物に紛れ込ませるなど、輸入の許可を受

けないで貨物を輸入しようとする場合 

ニ 税関職員の質問に対し虚偽の答弁を行っているなど、その一連の事実関係から判断

して、輸入（納税）申告時における隠ぺい又は仮装が推認できる場合 

(4) 関税の重加算税の基礎となる税額は、本来納めるべき税額から、隠ぺい又は仮装さ

れていない事実に基づいて計算した税額を控除したもので、上述したように、この税

額に重加算税の税率を乗じて計算します。また、輸入貨物に課せられる消費税につい

ても、この取扱いを準用して計算することとなります。 

(5) 施行日 

     施行日は平成１７年１０月１日です。したがって、平成１７年１０月１日以降に輸

入申告された輸入貨物について適用されることとなります。 

 

 

○ご質問、ご相談については、下記税関の調査保税部事後調査部門にお尋ね下さい。 

 

 お問い合わせ先（調査保税部事後調査部門）  

 

東 京 税 関 ……………………………… Tel ０３－３５９９－６３８７ 

横 浜 税 関 ……………………………… Tel ０４５－２１２－６１４６ 

神 戸 税 関 ……………………………… Tel ０７８－３３３－３１１１ 

大 阪 税 関 ……………………………… Tel ０６－６５７６－３３３８ 

名古屋税関 ……………………………… Tel ０５２－９６３－６０３６ 

門 司 税 関 ……………………………… Tel ０９３－３３２－８３８２ 

長 崎 税 関 ……………………………… Tel ０９５－８２８－８６７５ 

函 館 税 関 ……………………………… Tel ０１３８－４０－４２７３ 

沖縄地区税関 ……………………………… Tel ０９８－８６２－９７３８ 


